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教育学部 

１．「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー） 

教育学部は、社会の急激な変化の中で、子どもを取り巻く多様な現代的課題に、幅広

い視野で俯瞰的に捉え、子ども一人一人に適した学びと協働的な学びの在り方を追究し

ます。 

未来を拓く子どもたちのために、教育者、保育者としての専門的知識・技能の修得、

省察と研鑽による実践力・指導力の向上を図り、子どもの成長と発達を促す支援やケア

のあり方を生涯にわたって学び続け、「いい先生」とは何かを問いながら、地域社会や学

校・保育施設等にて、協働の力、ファシリテーション力を発揮して活躍できる教育者・

保育者の養成を目的とします。 

教育者、保育者としての専門的な学びを修得する上で、卒業時までに学生が身につけ

るべき資質・能力は、次の３点です。 

 

１）多様な子どもを取り巻く現代的課題に対応する力 

多様な立場、考え方の存在を認め、強い意志と情熱および教育者、保育者としての

使命感や責任感を持って、子どもの個々のニーズを共感的に理解し、子どもの学びと

育ちに関わり、取り組むための「子ども理解」に関する専門性を獲得する。 

２）個別最適な学びと協働的な学びを実現する専門的な知識・技能と実践力を追究する 

力 

学校・保育施設等において、子ども一人一人の興味・関心を引き出し、子どもの課

題に応える「個別最適な学び」と、個の学びを小集団や全体の場で拡げたり深めたり

する「協働的な学び」を実現できる「教科・領域の専門性」と、ICT や教育方法を効果

的に取り入れた「実践的指導力」を獲得する。 

３）変化する社会、学校・保育施設等で活躍するための包括的な協働の力 

急激に変化する環境の中で、すべての子どもの可能性を引き出すために、チームの

一員として、多様な人々と協働で課題解決を図り、持続可能な解決を遂行する力や

種々の活動を繋ぐ横断的なファシリテーション力を醸成する。 

以上、教育者、保育者として未来を担う子どもの成長と発達を支援し、ケアするた

めに、「子ども理解の専門性」と「教科・領域の専門性」を身につけ、「協働の力」を

発揮する教育者、保育者の養成に取り組みます。 
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２．「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー） 

（１）教育課程の編成、教育内容 

教育学部は「学校教育コース」と「幼児教育保育コース」の 2 コースを設定し、ディ

プロマ・ポリシーに基づく教育者・保育者としての専門的知識・技能および実践力、指

導力を備えた人材を育成するため、次のような科目領域により教育内容を編成します。 

 

学校教育コースの教育課程は、『教職一般領域』『初等教育領域』『コース共通領域』『選

修領域』『教育・子ども理解領域』の５領域で実施します。 

『選修領域』は、［小学校選修］［英語選修］［数学選修][理科選修][保健教育選修][特

別支援教育選修]の６選修で構成し、各学校種の教員免許状取得に必要な科目を配置し

ています。また、『教育・子ども理解領域』では、児童・生徒の多様性を理解し、成長と

自己実現を支援し、ケアしていくための教育理論を修得します。 

 

幼児教育保育コースの教育課程は、『教職一般領域』『コース共通領域』『幼児教育保育

領域』『初等教育領域』の４領域で編成します。幼稚園教諭一種免許状、保育士資格、小

学校教諭一種免許状の取得を基本的な考えとし、就学前の教育・保育から小学校教育へ

の連続性を理解した保育者を養成するための科目を配置します。 

 

さらに、教育・保育現場での実践的な学びを推進する「インターンシップ」等の科目

を設定し、大学で学修する教育理論との往還により、教育者、保育者としての資質・能

力を養成するカリキュラムを編成します。 

 

１）『教職一般領域』では、教育者・保育者に必須である教育学の基礎理論や実践論等を

学ぶため、「教育原論」「特別支援教育」「教育心理学」「教職論」等の科目を配置しま

す。 

２）『コース共通領域』では、教育・保育現場と大学の学びとを往還させ、豊かな人間性

と確かな実践力・指導力を培うため、「教育基礎演習Ⅰ・Ⅱ」「インターンシップⅠ・

Ⅱ」「教育・ファシリテーション演習」などの科目を配置します。 

１年次の「大学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」（教養教育科目）では、大学の教育課程についての

理解を深め、円滑に学修を進めていくためのアカデミックスキルを中心に学びます。

続いて、２年次の「教育基礎演習Ⅰ・Ⅱ」では、専門的な学修に要するスキルや教職

のキャリア形成に向けての指導を行います。大学基礎演習・教育基礎演習、どちらも

クラス担任制で実施します。３年次の「教育専門演習Ⅰ・Ⅱ」、４年次の「教育専門研

究Ⅰ・Ⅱ」では、同じゼミ担当教員が２年間継続して「卒業研究」などの指導を行い

ます。 
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３）幼児教育保育コースの『幼児教育保育領域』では、幼稚園教諭および保育士の養成

に必要な「領域に関する専門的事項」や「保育内容の指導法」などを配置します。ま

た『初等教育領域』では、小学校教諭の養成に必要な「教科内容論」や「教科教育法」

などを配置します。 

４）学校教育コースでは、1 年次夏学期にて「学校教育入門」を配置します。学校教育

とは何か、教員をめざす気持ちを高め、4 年間の学修についての理解と未来の教師像

を明確にして、教職のキャリア形成を図ります。『選修』決定後の 2 年次からは、系統

性を重視したカリキュラム編成により、専門的な理論と実践を学び、総合的な知識・

技能を育成します。 

４-１. ［小学校選修］では、小学校の教員養成に必要な教科教育に関する教育理論や実

践論である「教科内容論」「初等教科教育法」などを配置します。また、幼稚園教諭一

種免許状も小学校教諭一種免許状と併せて取得することも可能です。 

４-２．[英語選修][数学選修][理科選修]では、中学校・高等学校の教員養成に必要な科

目として、修得する各教科に応じた「専門必修科目」、「専門選択科目」「教科教育法」

などを配置します。 

４-３. ［保健教育選修］では、子どもの多様な健康課題について考え、健全な成長発達

を支援するため、「学校保健」「解剖生理学」「学校看護学」など、養護教諭をめざす上

で必要な専門的科目を配置します。 

４-４. [特別支援教育選修]では、特別支援教諭をめざす上で必要な「特別支援教育概

論」「知的障害教育論」などの専門的科目を配置します。また、特別支援学校教諭一種

免許状の取得には、小学校教諭一種免許状の取得が必要です。 

４-５『教育・子ども理解領域』では、子どもを取り巻く環境の変化に対応し、子どもの

理解を深め、教育を考える科目として、「子ども理解と人権」「インクルーシブ教育の

理論と方法」「ICT と教育データの活用論」「プログラミング教育」などの科目を配置

します。 

学生は、カリキュラムを系統的に学び、学修すると共に、自らの学修内容を俯瞰す

ることで、総合的な実践力・指導力を身につけ、未来の教師像に向かって自己実現を

果たします。 
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（２）教育方法 

１）「主体的・対話的で深い学び」を実現するため、授業では、講話のみならずグループ

ワーク等を取り入れ、課題追究に向けたディスカッション、グループ発表を行うなど、

協働での学習活動や双方向的な授業を展開します。 

２）これまでの授業実践に ICT を効果的に活用することで、「主体的・対話的で深い学

び」の実現に取り組みます。例えば、電子黒板、タブレット、インターネットや視聴

覚機器等の活用を図り、実践力の育成に向けた模擬授業・模擬保育（動画撮影も実施）

を行うなど、ICT の利点を生かした学習の推進に努めます。また、ICT アクティブ・ラ

ーニング教室、ICT 模擬授業教室などを積極的に利用し、より効果的な授業を実践し

ます。 

３）最新の教育・保育現場等の情報を把握し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特

別支援学校、および保育所等での教育者・保育者の役割等についての理解を図るため、

３年次の「教育実習」に加え、１年次に現場を知る「ハローナーサリー」「ハロースク

ール」、２年次に現場で学ぶ「インターンシップⅠ・Ⅱ」、3 年次に「インターンシッ

プⅢ（選択）」を実施し、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校、および

保育所等での教育活動に積極的に参加し、実践的な学びを推進します。 

 

（３）学修成果の評価方法 

１）教育課程における学修の成果は、別に定めるアセスメント・ポリシーをもとに評価

します。 

２）定期試験、小テスト、課題レポート等の提出、授業への参加態度や意欲等により、

授業目標への到達度を総合的に評価します。 

３）評価の観点とレベルを示したルーブリックの活用を図るとともに、学修の状況や課

題追究の過程をパフォーマンス評価します。 

４）授業・教育実習（幼・小・中・高・特別支援）・養護実習・保育実習・介護等体験な

どの課外活動を通して、教育者、保育者として必要な資質・能力や適性を評価します。 

５）学修ポートフォリオ（目標・自己評価、教職履修カルテ等）および上記２）～４）

等をもとに、担任教員との面談等を通して自己省察を促すとともに、次の目標設定や

学習方法の改善を図る形成的アセスメントを推進します。 
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３．「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー） 

教育学部は、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・

実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるための条件として、具体

的には次のような資質・能力、目的意識をもった人物を求めます。 

 

１）教育・保育に対する強い情熱をもって専門的に学びながら、子どもの多様なニーズ

への共感的理解をもとに、一人一人に応じた支援やケアを重視して教育・保育に取り

組む熱意溢れる人 

〔求める要素：関心・意欲・態度〕 

２）本学の専門分野を学ぶために、高等学校等で習得すべき基礎学力を有し、教育・保

育についての学びや実践を、子どもの発達を総合的に見通して取り組むことができる

ように、広い視野から現代の教育課題を捉え、教育・保育活動にいかしていこうと努

める人 

〔求める要素：知識・技能、思考力・判断力・表現力〕 

３）他者や社会との対話を通して自己の考えを表現し、豊かな人間関係を築きながら協

働の力を発揮しようと努める人。また、探究心と洞察力を持ち、新しい課題にも果敢

に挑戦し、実践力、指導力を身につけようと努める人 

〔求める要素：主体性・多様性・協働性〕 
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